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2023 年度（予算） 2022 年度(決算見込み) 2021 年度(決算)

千
円

施設の修繕事業（修繕、工事等） 3,189
千
円

施設の運営事業（備品購入） 374
千
円

児童館、児童公園、
児童遊園の利用人数

3,647

2020

児童館消防設備点検業務

植木剪定業務委託料

植木消毒業務委託料

公共下水道使用料

AEDレンタル料

37,680

174,721

83,556

0

32,560

1,186,900

2023 年度

年度(決算)

7,416 千円

1,770,120

エアコン修理調査手数料

消火器廃棄手数料

特殊建物調査手数料 94,670

特殊建物設備検査料 0
防火対象物定期点検料 27,500

浄化槽水質検査料 14,000

216,270

433,779

83,600

199,650

0

コ
ス
ト

事業費合計 9,015 千円 5,852 千円 4,545 千円

消耗品費

燃料費

電気料

水道料

修繕費

92,720

122,289

消火器

175,296

34,980

220,000

目　的
（何のために）

既存の児童福祉施設（児童館など）の維持管理をすることにより、生徒・児童が集える場を提供し、また、世代
（小学生低学年から中学生）を超えた交流を目的とし、上級生が下級生の面倒を見たり、遊びやイベントを通じて
異年齢交流が活発なかつらぎ町らしい子どもの居場所をつくることを目的とします。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

かつらぎ町在住の生徒・児童（18歳未満）
対象者数（全住民に対する割合）

1,973 人 12.5 ％

実施方法

■直接実施（直営）

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：中飯降自治区、他）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：笠田中自治区　 実施主体：笠田中自治区）

□貸付（貸付先：　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

施設の管理事業（水道料・電気料等）

関連事業
（同一目的事業等）

千
円

施設の維持事業（保守点検、管理委託
等）

1,805

事業シート（概要説明書）

予算事業名 児童福祉施設維持管理費 事業開始年度

上位施策事業名 担当局・部名 生涯学習課

根拠法令等
児童福祉法、かつらぎ町児童館設置及び管理条例、かつらぎ町社会体育施
設等設置条例 担当課･係名 社会教育係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 青山　禄郎

実施の背景
児童福祉法の規定に基づき、児童館は町内に12館（5館は閉館中）、かつらぎ町社会体育
施設等設置条例により、児童公園は町内に4カ所、児童遊園は町内に17カ所を設置してお
ります。

事
業
費

事業費内訳
（2022年度分）

防火管理者講習会負担金

テレビ共同受信施設維持費

遊具日常点検講習会参加負担金

児童福祉施設維持費補助金

笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金

0

0

0

195,000

9,891

笠田東第2ちびっ子広場遊具取替工事

笠田東第2ちびっ子広場トイレ手洗器設置工事

笠田東ちびっ子広場散水栓設置工事

ちびっ子広場砂代

ブラインド

し尿汲取手数料 47,300
笠田東児童館ブロック塀現況調査手数料 57,200

49,500

掃除機

19,800

浄化槽清掃委託料 211,530

30,800

建物共済費
電気回路保安管理委託料

浄化槽保守点検注薬料

児童遊園管理委託料

222,460

8,250

0

事業番号１

1



2023 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 児童福祉施設維持管理費 事業開始年度

事業番号１

/ / /

千円 人人

千円

7

千円 7,416 千円

千円

千円

千円

0

9

千円

人

千円

0 人 0 千円 0 人

19/21

12/12 12/12

【児童公園・児童遊園の遊具点検】 回 12/12 12/12

2022 年度 2021 年度 2020 年度

0/0

児童館施設整備計画の実施及び公園整
備計画の策定

％ 50 0 -

回 12/12

0.53 0.75

2020 年度

児童館利用人数 千円 0.55

【児童厚生員定例会】

2021 年度

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　現在かつらぎ町には、児童館は12館、児童公園は4カ所、児童遊園は17カ所ありますが、
どの施設も老朽化が進み、修繕や工事が必要となっています。また、電気代や水道料、保
守点検などの固定費が必要です。今後は、児童館、児童公園及び児童遊園の利用状況を鑑
み、計画的な再編が必要と考えます。

12/12

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

〇児童福祉施設（児童館・児童遊園・児童公園）の維持管理を行い、利用者が安心
して集える場を提供します。
〇施設利用人数の増加、施設内事故ゼロ、また、児童館施設整備計画（2020年策
定）の実施及び公園整備計画の策定を成果目標とします。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位

単位当たりコスト 総事業費

児童館利用人数（延人数） 人

2022 年度

施設内事故 件 4/0 0/0

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位

【児童館の修繕】 箇所 9

／

千円

その他の財源の内容

一般財源 9,015 千円 5,852 千円 4,545 千円 7,416 千円

【児童公園及び児童遊園の施設管理委託】 箇所 19/21 19/21

地方債 千円 千円 千円 千円財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円

その他の財源
（使用料、手
数料など）

千円 千円 千円

財源合計 9,015 千円 5,852 千円 4,545

国県支出金の内容

総事業費 9,015 千円 5,852 千円 4,545 千円 7,416

人件費合計 0 人 0 千円 0 人

臨時職員等 人 千円
人
件
費

担当正職員 千円人 千円 人

0 千円

千円人

人

10,707 10,000 8,599 10,000 9,835 10,000
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2023 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 児童福祉施設維持管理費 事業開始年度

事業番号１

比較参考値
（他自治体での類
似事業の例など）

特記事項

高野町

需用費 127千円
役務費 70千円
使用料及び賃借料 18千円
合計 215千円

九度山町

給料 4,565千円
職員手当等 2,453千円
共済費 1,522千円
需用費 763千円
役務費 26千円
委託料 476千円
使用料及び賃借料 557千円
工事請負費 2,437千円
備品購入費 82千円
負担金補助及び交付金 23千
円

合計 12,904千円

橋本市

報酬 23,514千円
職員手当等 4,593千円
共済費 4,630千円
報償費 56千円
旅費 229千円
需用費 5,799千円
役務費 994千円
委託料 55千円
使用料及び賃借料 125千円
備品購入費 1,329千円
負担金、補助及び交付金 102
千円

公課費 21千円
合計 41,447千円
ちびっ子広場管理委託料

2,010千円

3



施設分野

かつらぎ町　人口：16,055人（住民基本台帳R4.3.31）　面積：151.69㎢

窪地区
人口：91　面積：

萩原地区
人口：165　面積：

背ノ山地区
人口：85　面積：

全
市
民
利
用
施
設

消防・防災施設

0ごみ処理施設

21

1

美術館・博物館

公営住宅

0

保健センター、病院 26

高齢者福祉

文化会館 1

1

障害者福祉

地
域
利
用
施
設

1

その他 1

集会施設 18

保育園 0

中学校 2

図書館 2

3

学童保育・児童館 12

幼稚園

11

体育館施設

小学校 5

公民館

給食センター 0

公園 13

学習センター 0

0

移地区
人口：59　面積：

施

設

数

高田地区
人口：259　面積：

0

庁舎 2

駐車場・駐輪場

①笠田西部児⑥高田児童館

⑭高田児童公

園

高田コミュニティ

住宅

萩原コミュニ

ティセンター
窪ふるさと館移レストハウス

背ノ山ふれあい

センター

4



笠田中地区
人口：679　面積：

笠田東地区
人口：2,065　面積：

佐野地区
人口：1,186　面積：

広浦地区
人口：45　面積：

大谷地区
人口：296　面積：

蛭子地区
人口：112　面積：

大藪地区
人口：409　面積：

柏木地区
人口：137　面積：

②大谷児童館⑨笠田東児童

⑬柏木児童公

㉔柏木第1ちびっ
子広場

㉕笠田東

第1ちびっ
子広場

㉖笠田東

第2ちびっ
子広場

㉗笠田東

第3ちびっ
子広場

笠田中学校

笠田小学校 大谷小学校

佐野子ども園

大谷公民館
笠田公民館（ふ

るさと交流館）
笠田公民館佐

桜ヶ丘定住促

進住宅・松山団

地

松山団地

大谷団地笠田団地

歯科５・耳鼻科１・

内科他６
歯科１・内科１眼科１

5



丁ノ町地区
人口：1,772　面積：

新田地区
人口：222　面積：

妙寺地区
人口：2,271　面積：

中飯降地区
人口：902　面積：

西飯降地区
人口：358　面積：

短野地区
人口：226　面積：

大畑地区
人口：24　面積：

④丁ノ町児童館 ⑧中飯降児童⑩妙寺児童館

⑰中飯降

第1ちびっ
子広場

⑱中飯降

第3ちびっ
子広場

⑲西飯降

ちびっ子

広場

㉑丁ノ町

第1ちびっ
子広場

㉒丁ノ町第

2ちびっ子
広場

㉓丁ノ町第

3ちびっ子
広場

⑳妙寺ち

びっ子広

場

庁舎

保健福祉セン

ター・内科他１

総合文化会館

図書館

妙寺小学校

妙寺中学校

防災センター

妙寺公民館
かつらぎ町公民

館（総文内）

妙寺団地

丁ノ町団地

新町団地

妙寺東団地

地域福祉セン

ター

体育センター

かつらぎ公園

紀北分院・歯科４・

小児１・内科他２

消防署

中飯降コミュニ

ティセンター
新町集会所妙寺団地第２

歯科１

6



日高地区
人口：26　面積：

星山地区
人口：47　面積：

御所地区
人口：125　面積：

星川地区
人口：86　面積：

東渋田地区
人口：767　面積：

西渋田地区
人口：560　面積：

島地区
人口：89　面積：

③名山児童館⑪西渋田児童

㉛西渋田

第1ちびっ
子広場

㉜西渋田

第2ちびっ
子広場

渋田小学校

四邑公民館 三好公民館

渋田団地・渋田

第２団地

桃の木団地

御所観光休憩所

7



宮本地区
人口：30　面積：

平沼田地区
人口：67　面積：

寺尾地区
人口：150　面積：

兄井地区
人口：167　面積：

三谷地区
人口：449　面積：

教良寺地区
人口：115　面積：

山崎地区
人口：132　面積：

⑤山崎児童館⑦平沼田児童館

㉙兄井ちびっ

子広場

㉘三谷ちびっ

子広場

㉚平沼田ち

びっ子広場

三谷子ども園

三谷公民館

8



広口地区
人口：151　面積：

滝地区
人口：138　面積：

神田地区
人口：11　面積：

新城地区
人口：116　面積：

志賀地区
人口：164　面積：

上天野地区
人口：63　面積：

下天野地区
人口：93　面積：

⑫四郷児童館

㉝新城ちびっ

子広場

四郷公民館（とも

がき）
天野公民館

志賀団地 新城・新城第２

団地

天野診療所

9



花園中南地区
人口：22　面積：

花園新子地区
人口：12　面積：

花園池ノ窪地区
人口：63　面積：

花園北寺地区
人口：93　面積：

花園梁瀬地区
人口：122　面積：

平地区
人口：120　面積：

東谷地区
人口：84　面積：

花園久木地区
人口：91　面積：

⑮清滝児童公園⑯北寺児童公園

㉞敷地ちびっ子
広場

梁瀬小学校

花園幼稚園

花園公民館

北寺団地 花園団地

清滝団地

臼谷団地

高齢者生活福祉

センター

生活改善センター

他６か所

南垣内・北寺集

会所
池之窪集会所

花園支所

花園分館

10



分野別施設一覧

人口
（人）

面積

（km
2）

1 笠田西部児童館 萩原65番地の1（老人憩いの家内） S46年度 165

2 大谷児童館 大谷147番地の1 S30年度 296

3 名山児童館 東渋田620番地の1 S51年度 767

4 丁ノ町児童館 丁ノ町297番地の1 S41年度 1,772

5 山崎児童館 山崎184番地 S45年度 132

6 高田児童館 高田67番地の2 S46年度 259

7 平沼田児童館 平沼田182番地 S48年度 67

8 中飯降児童館 中飯降284番地の1 S56年度 902

9 笠田東児童館 笠田東353番地の1 S52年度 2,065

10 妙寺児童館 妙寺797番地の4 S52年度 2,271

11 西渋田児童館 島137番地の3 H28年度 560

12 四郷児童館 広口509 S46年度 151

13 柏木児童公園 柏木305番地の1他 S47年度 137

14 高田児童公園 高田23番地の2他 S49年度 259

15 清滝児童公園 花園梁瀬1534番地の2 不明 122

16 北寺児童公園 花園北寺104番地 不明 93

施設
番号

名称 所在地 建築年月

対象

11



17 中飯降第1ちびっ子広場 中飯降1482番地の1 S50年度 902

18 中飯降第3ちびっ子広場 中飯降20番地の2 不明 1,260

19 西飯降ちびっ子広場 西飯降292番地の2 S63年度 584

20 妙寺ちびっ子広場 妙寺242番地他 S42年度 2,271

21 丁ノ町第1ちびっ子広場 丁ノ町817番地他 S41年度 1,772

22 丁ノ町第2ちびっ子広場 丁ノ町775番地の8 不明 1,994

23 丁ノ町第3ちびっ子広場 丁ノ町902番地他 S51年度 2,493

24 柏木第1ちびっ子広場 柏木1753番地の16 不明 137

25 笠田東第1ちびっ子広場 笠田東215番地の1 S43年度 2,065

26 笠田東第2ちびっ子広場 笠田東492番地の1 S47年度 3,251

27 笠田東第3ちびっ子広場 笠田東601番地の1 S56年度 1,186

28 三谷ちびっ子広場 三谷631番地 H7年度 449

29 兄井ちびっ子広場 兄井475番地の2 不明 167

30 平沼田ちびっ子広場 平沼田4番地の1 S59年度 67

31 西渋田第1ちびっ子広場 西渋田124番地の1 S47年度 560

32 西渋田第2ちびっ子広場 西渋田28番地 S45年度 649

33 新城ちびっ子広場 新城242番地他 S38年度 116

34 敷地ちびっ子広場 花園梁瀬459番地の4他 不明 122

12



位置図

(市立のほか国立、都道府県立、民間の類似施設も記載)

13
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

柏木児童公園

高田児童公園

清滝児童公園

北寺児童公園

笠田西部児童館

大谷児童館

名山児童館

丁ノ町児童館

山崎児童館

高田児童館

平沼田児童館

中飯降児童館

笠田東児童館

複合館

単独館

単独館

単独館

単独館

単独館

単独館

単独館

単独館

施設
番号

補助金
有無

所有区分
総面積
（㎡）

敷地面積
（㎡）

施設機能の
複合

名称 備考

休館中
H31～

無

無

自己所有

自己所有

323

400

休館中
H31～

無

無

自己所有

自己所有

452

198

休館中
R3～

休館中
R2～

無

無

借用

自己所有

228

300

休館中
R5～

無

無

借用

自己所有

198

383

無

無

自己所有

借用

856

770複合館妙寺児童館

有

有

借用

借用

228

400

単独館

複合館

西渋田児童館

四郷児童館

単独館

単独館

無

無

借用

自己所有

494

360

単独館

単独館

無

無

借用

借用

1,140

1,528
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

西渋田第1ちびっ子広場

西渋田第2ちびっ子広場

新城ちびっ子広場

敷地ちびっ子広場

妙寺ちびっ子広場

丁ノ町第1ちびっ子広場

丁ノ町第2ちびっ子広場

丁ノ町第3ちびっ子広場

柏木第1ちびっ子広場

笠田東第1ちびっ子広場

笠田東第2ちびっ子広場

笠田東第3ちびっ子広場

三谷ちびっ子広場

中飯降第1ちびっ子広場

中飯降第3ちびっ子広場

西飯降ちびっ子広場

兄井ちびっ子広場

平沼田ちびっ子広場

単独館

単独館

無

無

自己所有

借用

189

775

単独館

単独館

無

無

自己所有

借用

287

670

単独館

単独館

無

無

借用

自己所有

330

1,161

単独館

単独館

閉鎖
（妙寺団地建
替工事により）

無

無

自己所有

自己所有

198

233

単独館

単独館

無

無

自己所有

借用

348

500

単独館

単独館

無

無

自己所有

自己所有

160

1,240

単独館

単独館

無

無

自己所有

自己所有

175

400

単独館

単独館

無

無

借用

自己所有

509

無

無

自己所有

自己所有

323

2,781

単独館

単独館
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1 笠田西部児童館

2 大谷児童館

3 名山児童館

4 丁ノ町児童館

5 山崎児童館

6 高田児童館

7 平沼田児童館

8 中飯降児童館

9 笠田東児童館

10 妙寺児童館

11 西渋田児童館

12 四郷児童館

13 柏木児童公園

14 高田児童公園

15 清滝児童公園

16 北寺児童公園

17 中飯降第1ちびっ子広場

施設
番号

名称
施設管理体制 活動実績

管理手法 委託・指定先 団体数 利用件数 延利用者数

直営・一部
委託

― 3,396

登録サークル数

直営・一部
委託

― ―

直営・一部
委託

― 554

直営・一部
委託

― ―

直営・一部
委託

― ―

直営・一部
委託

― ―

直営・一部
委託

― 1,626

直営・一部
委託

― 72

直営・一部
委託

― 575

直営・一部
委託

― 1,177

直営・一部
委託

― 1,136

直営・一部
委託

― 2,171

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）
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18 中飯降第3ちびっ子広場

19 西飯降ちびっ子広場

20 妙寺ちびっ子広場

21 丁ノ町第1ちびっ子広場

22 丁ノ町第2ちびっ子広場

23 丁ノ町第3ちびっ子広場

24 柏木第1ちびっ子広場

25 笠田東第1ちびっ子広場

26 笠田東第2ちびっ子広場

27 笠田東第3ちびっ子広場

28 三谷ちびっ子広場

29 兄井ちびっ子広場

30 平沼田ちびっ子広場

31 西渋田第1ちびっ子広場

32 西渋田第2ちびっ子広場

33 新城ちびっ子広場

34 敷地ちびっ子広場

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

―

直営・一部
委託

―

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

―

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）

直営・一部
委託

地域（草刈り等
清掃）
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消耗品費 178,000

燃料費 151,000

電気料 2,460,000

水道料 280,000

修繕費 750,000

特殊建物調査手数料 199,000

特殊建物設備検査料 95,000

防火対象物定期点検料 28,000

浄化槽水質検査料 14,000

し尿汲取手数料 50,000

建物共済費 223,000

電気回路保安管理委託料 176,000

浄化槽保守点検・注薬料 38,000

浄化槽清掃委託料 212,000

児童遊園管理委託料 512,000

児童館消防設備点検業務委託料 84,000

植木剪定業務委託料 53,000

植木消毒業務委託料 30,000

公共下水道使用料 44,000

AEDレンタル料 381,000

中飯降児童館給水管取替工事 529,000

中飯降児童館エアコン取替工事 1,188,000

笠田東第2ちびっ子広場給水管移設工事 722,000

笠田東児童館事務室エアコン取替工事

15 原材料費 ちびっ子広場砂代 20,000

消火器 88,000

デジタルカメラ 110,000

パソコン 176,000

防火管理者講習会負担金 8,000

遊具日常点検講習会参加負担金 11,000

児童福祉施設維持費補助金 195,000

笠田中無量寺ちびっ子広場管理事務補助金 10,000

9,015,000

管理事業 水道料、電気料等 3,647,000

維持事業 保守点検、管理委託等 1,805,000

修繕事業 修繕、工事等 3,189,000

運営事業 備品購入 374,000

9,015,000

18 負担金、補助及び交付金

合計

2023年度　児童福祉施設維持管理費　【当初予算】

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費

17 備品購入費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

19
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 障害者外出支援事業 事業開始年度 平成3年度

上位施策事業名 担当局・部名 住民福祉課

根拠法令等 かつらぎ町障害者外出支援事業実施要綱 担当課･係名 福祉係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 西川　賢一

実施の背景

平成3年に重度心身障害者(児)及び扶養している方の社会参加の促進と経済的負担の軽減を図るため
に、福祉タクシーの利用料金の一部を助成しています。平成23年には助成額を増額し、また平成25年には
福祉タクシーの助成だけでなく自動車燃料費の一部についても助成を行っています。さらには令和3年には
再び住民からの要望で助成額を増額しています。
〈助成内容〉
平成3年　　福祉タクシー 　　基本料金相当額助成（年間12回まで）
平成23年　福祉タクシー券　500円×20枚
平成25年　福祉タクシー券　500円×20枚　、　自動車燃料券　500円×10枚
令和3年　  福祉タクシー券　500円×30枚　、　自動車燃料券　500円×15枚

目　的
（何のために）

障害のある人々が障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず生活行動の拡大と社会
経済文化・その他あらゆる分野の活動に参加しやすくするために行う。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

本町に住所を有し、下記の認定を受けた方及び障害児
・身体障害者手帳１～３級
・療育手帳Ａ１～Ｂ２
・精神障害者保健福祉手帳１・２級

対象者数（全住民に対する割合）
（2023年度）

734 人 5 ％

実施方法

■直接実施（直営）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

申請書案内送付（対象者 734名×84円） 62
千
円

発送件数

事業協力案内（タクシー会社及び給油所 11事業所） 1
千
円

発送件数

印刷製本費（タクシー券及び自動車燃料券） 180
千
円

-

発券事務（タクシー券、自動車燃料券）
（対応件数：約2,000件）

-
千
円

手帳内容確認
タクシー券、燃料券作成

助成金支払事務 5,009
千
円

事業内容確認
支払件数

関連事業
（同一目的事業等）

　なし

コ
ス
ト

事
業
費

事業費合計 5,252 千円 4,703 千円 4,720 千円 3,289 千円

事業費内訳
（2022年度分）

　申請案内（対象者）　　　　　　　　　　　　　　59,556円
　事業協力依頼（タクシー会社、給油所）　　　　　　 924円
　助成金（福祉タクシー業社、燃料販売業者）　 4,474,000円
　印刷製本費（福祉タクシー券、自動車燃料券） 　168,850円

人
件
費

担当正職員 0.04 人 281 千円 0.1 人 702 千円 0.1 人 702

702 千円

千円 0.1 人 692 千円

臨時職員等 0.06 人 116 千円 人 千円 人 千円 人 千円

0.1 人 702 千円 0.1 人 692 千円

総事業費 5,649 千円 5,405 千円 5,422 千円 3,981 千円

人件費合計 0.1 人 397 千円 0.1 人

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円

その他の財源
（使用料、手
数料など）

千円 千円 千円

財源合計 5,649 千円 5,405 千円 5,422 千円

千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

千円

その他の財源の内容

一般財源 5,649 千円 5,405 千円 5,422 千円 3,981 千円

2023 年度

2023 年度（予算） 2022 年度(決算見込み) 2021 年度(決算) 2020 年度(決算)

3,981 千円

事業番号2
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 障害者外出支援事業 事業開始年度 平成3年度

2023 年度事業番号2

/

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位

福祉タクシー券利用枚数 枚 3,075 / 4,290

／

自動車燃料券利用枚数 枚 5,873 / 6,165 5,923 / 6,255

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

対象者へ案内を送付するも、毎年1割～2割弱の方が申請していないのが現状となっている。
申請していない理由として、申請するためにタクシー等を利用しなければ来庁できない、障害の
ために来庁することができない等の理由も考えられるため、そのような方に対してどのように申
請を促し助成までつなげられるかが課題となっている。

（郵送での交付も受付しているが、申請書等の準備、返信用封筒や切手の準備などを自身でして
いただく必要があり、難しいと感じる方も居る）

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

橋本市 健康福祉部 福祉課
・福祉タクシー利用券（25回/年度）

紀の川市 障害福祉課福祉
・タクシー利用券 20枚（距離制運賃の初乗運賃）
・自動車燃料券 4リットル券 10枚

岩出市 生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係
・福祉タクシー利用券 24枚綴り

特記事項

/

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

・福祉タクシー券・自動車燃料券を利用することで社会参加につながること
・対象となる方が一人でも多く申請・取得してもらうこと

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位

単位当たりコスト

交付件数 件 554 / 709 575 / 734 570 / 729

2022 年度 年度

/ / /

/ / /

円

3,041 / 4,740

2021

3,973 / 4,080

/ /

/

2020 年度

2022 年度 2021 年度 2020 年度

/

2,121 / 3,240
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福祉タクシー券（５００円券×３０枚綴り） 

 

   

第　　　　　　　号

第　　　　　　　号

1

2

3

4

このタクシー券の再発行はしませ

んので紛失等しないよう大切に保

管して下さい。

このタクシー券を利用するとき

は、必ず乗務員へ手帳の提示をお

願いします。

町から助成するタクシー券は、１

枚５００円で年間３０枚まで。１

度に複数枚利用できます。

障害者本人が利用する福祉タク

シー費以外に利用できません。

手帳番号

助成券番号

　かつらぎ町

（裏面）

【注意事項】

表　　紙

（表面）

令和6年３月３１日限

氏　　名

かつらぎ町
福祉タクシー券 No.1

第　　　　　　　号

令和 　　年　 　月　　 日

発行者

1

2

3

●乗務員の方へのお願い

中　　身

（表面）

かつらぎ町福祉タクシー券

乗車日

キ　リ　ト　リ　セ　ン

この助成券の提出があった場合

は、乗車料金から１枚につき５０

０円を差引いた金額とこの助成券

を受け取って下さい。

※乗車料金以内で複数枚利用可

能。

助成券１枚につき５００円を会社

を通じて町へ請求して下さい。

心身に障害のある方ですので、場

合によっては介助のご協力をよろ

しくお願いします。

５００円

助成券番号

令和６年３月３１日限

事業所名

　　かつらぎ町長

（裏面）
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自動車燃料券（５００円券×１５枚綴り） 

 

    

第　　　　　　　号

第　　　　　　　号

1

2

3

4

かつらぎ町
自動車燃料券

障害者本人のために利用する自動

車燃料費以外に利用できません。

令和６年３月３１日限

表　　紙

（表面）

（裏面）

氏　　名

手帳番号

助成券番号

　かつらぎ町

【注意事項】

この燃料券の再発行はしませんの

で紛失等しないよう大切に保管し

て下さい。

この燃料券を利用するときは、必

ず給油前に係員への提示をお願い

します。

町から助成する燃料券は、１枚５

００円で年間１５枚まで。１度に

複数枚利用できます。

No.1

第　　　　　　　号

令和 　　年　 　月　　 日

発行者

1

2

3

キ　リ　ト　リ　セ　ン

中　　身

（表面）

かつらぎ町自動車燃料券

５００円

助成券番号

●事業所の方へのお願い

この助成券の提出があった場合

は、給油料金から１枚につき５０

０円を差引いた金額とこの助成券

を受け取って下さい。

※給油料金以内で複数枚利用可

能。

助成券１枚につき５００円を会社

を通じて町へ請求して下さい。

心身に障害のある方ですので、場

合によっては介助のご協力をよろ

しくお願いします。

給油日

事業所名

令和６年３月３１日限

　　かつらぎ町長

（裏面）
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目　的
（何のために）

　各家庭から排出される一般廃棄物（可燃性ごみ、不燃性ごみ、プラ・ペットごみ、古紙
等）について、循環型社会を形成するため適切な分別・収集・運搬を行うことにより、生
活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

町民
対象者数（全住民に対する割合）

15779

上位施策事業名 一般廃棄物収集委託料 担当局・部名 環境課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 奥田　幸宏

実施の背景

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業活動に伴って排出される廃棄物を産業廃棄物とし、一般
家庭から排出される廃棄物を一般廃棄物として明確に区分しており、市町村は、一般廃棄物の処理について
総括的な責任を有するものとなっています。また、条例により収集運搬業務は、許可若しくは委託を受けた者
が行うものとしています。

人 100

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き）

2023 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 一般廃棄物収集運搬事業 事業開始年度 昭和47年度

根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

担当課･係名 住民環境係

事業費 活動指標

％

実施方法

■直接実施（直営）

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：個人３名/Ａ株式会社/ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

一般廃棄物収集
　32地区に区割りし収集日を設定
・可燃性ごみ収集運搬業務（収集車3台）
　1地区週2日収集（月・木、火・金曜日）
　年208日　812箇所
・ﾌﾟﾗ･ﾍﾟｯﾄごみ収集運搬業務（収集車2台）
　1地区月2日収集、年240日、289箇所
・古紙等収集業務（収集車1台）
　1地区月2日収集、年48日、140箇所
・不燃性ごみ収集業務（収集車2台）
　1地区月1日収集、年240日、291箇所

52,223
千
円

収集日数
収集量

関連事業
（同一目的事業等）

橋本市　一般廃棄物処理事業

コ
ス
ト

2023 年度（予算） 2022 年度(決算見込み) 2021 年度(決算) 2020 年度(決算)

事
業
費

事業費合計 76,251 千円 70,500 千円 73,091 千円 65,555 千円

事業費内訳
（2022年度分）

（歳入）可燃性ごみ袋（16,572千円）
　　　　資源ごみ（983千円）・・段ボール・新閔紙・空き瓶等
　　　　粗大ごみ収集（412千円）
（歳出）一般廃棄物収集委託料（43,414千円）、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ収集補助業務委託料
　　（3,544千円）、ごみ袋販売委託料（804千円）、ごみ袋購入費（11,168千円）
　　その他（6,305千円）

人
件
費

担当正職員 1.5 人 10,925 千円 10,925 千円 1.5

千円 2

人 10,823 千円1.5 人 10,925 千円 1.5 人

人 4,522 千円人 4,972

人件費合計 3.5 人 16,082 千円

人 5,265 千円 2臨時職員等 2 人 5,157 千円 2

15,897 千円 3.5 人 15,345 千円3.5 人 16,190 千円 3.5 人

千円 80,900 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

総事業費 92,333 千円 86,690 千円 88,988

その他の財源
（使用料、手
数料など）

23,394 千円 17,967 千円 24,190

財源合計 92,333 千円 86,690 千円

千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

千円 26,153 千円

その他の財源の内容 　可燃性ごみ袋、粗大ごみ収集、資源ごみ

一般財源 68,939 千円 68,723 千円 64,798 千円 54,747 千円

88,988 千円 80,900 千円

事業番号3
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2023 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 一般廃棄物収集運搬事業 事業開始年度 昭和47年度

事業番号3

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2022 年度 2021 年度 2020

・古紙等収集運搬業務 日数 48 48 48

・不燃性ごみ収集運搬業務 日数 240 240 240

単位当たりコスト

年度

一般廃棄物の収集運搬を業者に委託し、町のごみ収集カレンダーの収集日程に従って収集
しました。

・可燃性ごみ収集運搬業務 日数 208 208 208

・プラ・ペットごみ収集運搬業務 日数 240 240 240

資源ごみ t 595.3 617.0 646.2

粗大ごみ t

委託料 ／
可燃性ごみ

搬入量
円/kg 8.57 8.25 8.15

2021 年度 2020 年度

可燃性ごみ t 3,634.3 3,446.8 3105.9

365.3 354.7 402.1

不燃性ごみ t 188.7 198.9 222.1

一人当たり/日 ｇ 829 787 735

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　平成22年度から広域ごみ処理場への搬入に変更となり、平成22年の年間のごみ排出量は約4,237ト
ン、令和4年度の排出量が年間約4783.6トンと増加傾向であることから、ごみ全体の排出抑制への取
り組みが必要です。
　リサイクルについては、リサイクル量が減少していることに伴い、リサイクル率も減少してお
り、今後もリサイクル率向上に向けて取り組む必要があります。
　収集運搬については、今後も現状の体制を継続しています。また、平成23年度からごみ集積場所
のステーション化を実施しており、今後も推進していくとともに、安全かつ適正管理できる体制を
構築する必要があります。
　平成21年8月から、1市3町による広域ごみ処理場において、中間処理は適正に行われており、今後
もごみ処理が円滑に行えるよう協力しています。
　最終処分の埋立てについては、全てが委託処分となっているため、今後、安定的な埋立処分方法
を検討する必要があります。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

ごみ収集運搬の状況
橋本市：可燃性ごみ直営・委託、不燃性ごみ直営・委託、資源ごみ直営・委託
九度山町：可燃性ごみ委託、不燃性ごみ委託、資源ごみ委託
高野町：可燃性ごみ委託、不燃性ごみ委託、資源ごみ委託

特記事項

リサイクル量 t 640.2 686.1 687.2

リサイクル率 % 13.4 14.9 15.7

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

・ごみの減量
・分別の徹底

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2022 年度
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選
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 かつらぎ町一人暮らし老人等緊急通報システム 事業開始年度 平成１１年度

上位施策事業名 担当局・部名

根拠法令等 かつらぎ町一人暮らし老人等緊急通報システム実施要綱 担当課･係名 健康推進課　長寿社会係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 堀畑　三起子

実施の背景
　一人暮らしの在宅高齢者等の急病などの緊急の場合に迅速かつ適切な対応を図り、高齢者等
の安心・安全な生活を支援するため。

目　的
（何のために）

　緊急通報装置を貸与し、当該高齢者等の急病及び災害等の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制
（委託業者及び近隣協力員等）により、救急搬送、親族への連絡など適切な対応を行い、高齢者などの安
心・安全につなげる。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

在宅の一人暮らし病弱高齢者、一人暮らし重度身体障がい者
 (R5.1.1 町人口15,915人、在宅高齢者5,981人、独居在宅高齢者数1,744人）

対象者数（全住民に対する割合）

1,744 人 10.9 ％

実施方法

□直接実施（直営）

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　総合警備保障株式会社　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

緊急通報装置設置申請（近隣協力員、民生委員登録必
要）・変更届（協力員等） 25

件
数

新規申請、協力員等の
変更

緊急通報装置設置決定通知 4
千
円

決定件数×84円

装置取付(固定電話に接続する主装置、緊急ペンダン
ト、ライフリズム監視センサー等） 13

件
数

委託業者・利用者で日程調整
し、本人・親族等立会の上実施

毎月委託料支払い
緊急時、委託業者が利用者宅を訪問し、必要であれば
預かっている鍵で居宅内を確認する

3,089
千
円

１件につき1,300円×
消費税

装置撤去 20 件数
施設入所・転出・死亡等の

理由により

関連事業
（同一目的事業等）

　高齢者等見守り配食サービス、地域見守り協力員

コ
ス
ト

事
業
費

事業費合計 3,093 千円 2,775 千円 2,831 千円 2,663 千円

事業費内訳
（2022年度分）

委託料（１件1,300円×1,939件×1.1）
決定通知郵送料　　12件×84円

人
件
費

担当正職員 0.2 人 1,457 千円 0.2 人 1,457 千円 0.2 人 1,457

1,457 千円

千円 0.2 人 1,444 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

0.2 人 1,457 千円 0.2 人 1,444 千円

総事業費 4,550 千円 4,232 千円 4,288 千円 4,107 千円

人件費合計 0.2 人 1,457 千円 0.2 人

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円

その他の財源
（使用料、手
数料など）

千円 千円 千円

財源合計 4,550 千円 4,232 千円 4,288 千円

千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

千円

その他の財源の内容

一般財源 4,550 千円 4,232 千円 4,288 千円 4,107 千円

2023 年度

2023 年度（予算） 2022 年度(決算見込み) 2021 年度(決算) 2020 年度(決算)

4,107 千円

事業番号4
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予算事業名 かつらぎ町一人暮らし老人等緊急通報システム 事業開始年度 平成１１年度

2023 年度事業番号4

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位

緊急通報装置新規設置新規申請件数 件 12

／

緊急通報装置撤去件数 件 25 12

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　
  装置の設置には近隣協力員2名と担当地区民生委員の登録が必要です。
　在宅の高齢者等のための制度であり、施設に入所・病院への入院など、3か月以上留守となる場
合は、装置を取り外します。
　帰宅後、要望があれば再度設置しますが、なかなか申し出がないのが現状です。
　また、現在の機種は固定電話にしか接続できないため、固定電話を解約する家庭が増えてお
り、固定電話の撤去とともに制度が利用できなくなっています。
　固定電話以外の回線を利用できる機種を選択できる制度を検討しています。
　制度の周知、改正内容等を町民に周知し、緊急通報システム装置が必要な一人暮らしの高齢者
等への利用促進を図ります。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

橋本市：所得税非課税の一人暮らし又は高齢者のみ世帯の方・
　　　　　一人暮らし重度心身障がい者対象。
　　　　通報機器、ペンダント型発信機の貸与。
　　　　ボタン押で委託業者に連絡、業者から本人に安否確認の電話。本人が電話対応
　　　　できない場合、近隣の協力員に連絡。協力員が対応できない場合業者が本人訪問
高野町：一人暮らし又は高齢者のみの世帯、一人暮らしの重度身体障がい者等
　　　　緊急時の迅速な対応の為近隣住民のボランティア（協力員）の協力を得る。
岩出市：一人暮らし又は日中一人暮らしの高齢者、ひとり暮らしの重度心身障がい者
　　　　３名の協力員登録が必要、固定電話または携帯電話を所持している方。
　　　　ボタンを押すとコールセンターにつながり、状況に応じ協力員又は消防署に連絡
　　　　２４時間体制で健康相談等受付
　　　　所得状況に応じ自己負担が発生します。

特記事項
　現在使用している装置は、固定電話に接続するシステムであり、固定電話がないと設置できま
せんが、LTE回線を利用した装置を選択できるようにし、固定電話がない家庭でも利用ができるよ
うに検討しています。

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　 在宅で一人暮らしの高齢者などの安心・安全につなげます。
　トイレなどにセンサーを取り付け、24時間以上開閉がない場合や、ボタンが押された
場合に業者が確認を行います。
　利用者の体調不良等により、救急搬送につながった例もあります。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位

単位当たりコスト 1件当たり委託料

緊急通報により救急搬送につながった件
数

件 14 8 5

2022 年度 年度

ﾗｲﾌﾘｽﾞﾑ異常、押し間違いなどによる件数 件 155 186 179

/ / /

１か月 1,430

装置設置件数(年度末登録数）

12

2021

24

166 166

2020 年度

2022 年度 2021 年度 2020 年度

件 153

1,430 1,298

15
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